
○提出が必要な書類について

②町内に住所を有し、町外の小・中学校に通学する児童生徒の保護者

③町内に住所を有し、高等学校等に通学する生徒の保護者

○事務の流れ 町の事務

・精算払請求を行う場合（推奨）

様式第2号 様式第4号 様式第4号

・概算払請求を行う場合

様式第2号 様式第4号 様式第5号 様式第2号 様式第4号

※概算払い請求を行った場合で修学旅行に参加できなかった場合等、補助金からキャンセル料を除いた金額を町に返還していただきます。
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